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トラバサミ（狩猟に使うわなの一種）を使用することは禁止されています。
平成19年に法律が改正され、すべてのトラバサミが使用禁止になりました。
トラバサミを使用して野生の鳥獣を捕獲した場合は、１年以下の懲役又は
100万円以下の罰金に処せられます。　産業経済課　　 893－1115

 日　　時  会　　場 
 6月 3日（水）  吾北中央公民館 
 6月12日（金） 13時 伊野公民館 
 7月21日（火）

からのお知らせから

のお知らせ

から
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産業経済課産業経済課
トラバサミは使用禁止！

法律が改正されました 1PAR T

　下記の日程で狩猟免許試験が実施されますのでシカやイノシシなどの被害に
お困りの農林業の皆さんをはじめ、多くの方々の受験をお待ちしています。

平成２１年度　初心者講習会・狩猟免許試験が実施されます
多くの方々の受験をお待ちしています 2PAR T

　町では、上記のわな猟免許試験を受験される、農林水産
業従事者等を対象に、受験費用と（社）高知県猟友会の開
催する講習会の受講費用について、半額補助を行います。
問い合わせ　産業経済課 893‐1115
　　　　　　吾北総合支所産業課 867‐2313
　　　　　　本川総合支所産業建設課 869‐2115

いの町では狩猟免許更新講習が
下記の日程で実施されます

～狩猟免許更新講習日程～

3PAR T

いの町狩猟免許取得補助について
（わな免許取得に限る。）

半額補助を行います

4PAR T

注　【受験料】　初心者：5,200円、一部免除者：3,900円
　　【申請書配布場所】　高知県鳥獣対策課、各地区猟友会
　　【申請方法】　郵送又は持参
　　【申請受付】　各試験実施日の10日前まで（必着）

　　【問い合わせ】
　　　◎狩猟免許試験申込・更新講習日程　　 823-9039
　　　　〒780-0850　高知市丸ノ内1丁目2-20　高知県鳥獣対策課
　　　◎初心者講習会申込…　 823-1036
　　　　〒780-0915　高知市小津町4-20　（社）高知県猟友会

 場　所 　　　　　　日　　時 　　　　会　　場 試験を実施する免許の種類
 安芸市 8月6日（木）  安芸市総合社会福祉センター 
  8 月 7日（金）   
 四万十市 8月20日（木） 　　　

10時30分
 中村地区建設協同組合会館 第一種銃猟、第二種銃猟

  8月21日（金）   
わな猟、網猟  8月31日（月）   

 高知市 9月 1日（火）  県立ふくし交流プラザ 
  平成22年 1月（予定）（9月ころ日程発表）  

高知県が実施する狩猟免許試験日時

 場　所 　　　　　　日　　時 　　　　会　　場 実施する講習
 安芸市 7月26日（日）  安芸市総合社会福祉センター わな猟
 四万十市 8月16日（日）　　　　　 9時 高知はたＪＡ会館 第一種銃猟
 高知市 8月26日（水）  

県立ふくし交流プラザ
 第二種銃猟

 　　　 平成22年 1月（予定）（9月ころ日程発表） 
注　1．講習は9：30～17：00（受付9時～） 2．筆記用具持参してください。
　　3．受講料　7，000円　※テキスト代含みます。 4．申し込みは受講日の5日前までに各地区猟友会へお願いします。
　　※ 定員は各会場50名です。申し込みはお早めにお願いします。

（社）高知県猟友会が実施する講習会


